
 

 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

（
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
法
律
第
九
十
五
号
） 

  

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
建
設
、
維
持
管
理
及
び
運
営
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
含
む
。
）
」
を
「
整
備

等
」
に
、
「
整
備
し
」
を
「
整
備
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
確
保
し
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
」
の
下
に
「
（
設
備
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
建
設
」
の
下
に
「
、
改
修
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
行
う
」
の
下
に

「
独
立
行
政
法
人
、
」
を
、
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
「
公
共
法
人
」
と
い
う
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
に
係
る
公
共
法
人
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
踏
ま
え
つ
つ
」
の
下
に
「
、
行
政
の
効
率
化

又
は
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
財
産
の
有
効
利
用
に
も
配
慮
し
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
国

等
」
を
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
基
本
方
針
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
つ
い
て
は
、
特
定
事
業

の
」
の
下
に
「
健
全
か
つ
効
率
的
な
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
公
共
性
を
確
保
し
つ

つ
」
を
「
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
お
け
る
公
共
性
及
び
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
」
に
、
「
を
図

る
」
を
「
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
け
る
行
政
の
か
か
わ
り
方
の
改
革
、
民
間
の

事
業
機
会
の
創
出
そ
の
他
の
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

７ 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
基
本
方
針
を
勘
案
し
た
上
で
、
第
三
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
て
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
つ
つ
、
特
定
事
業
が
円
滑

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
前
条
第
一
項
の
民
間
事
業
者
の
選
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

民
間
事
業
者
の
有
す
る
技
術
及
び
経
営
資
源
、
そ
の
創
意
工
夫
等
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
低
廉

か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
が
国
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
原
則
と
し
て
価
格
及
び
国
民
に

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
そ
の
他
の
条
件
に
よ
り
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
に
当
た
っ
て
の
配
慮
等
） 

第
九
条
の
二 

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
る
公
共
施
設
等
の
管
理
に
つ



 

 

い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
選
定
事
業
の
円
滑
な
実
施
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
同
条

第
十
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
選
定
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め

明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
建
物
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

定
建
物
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
か
ら
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
」
に
、

「
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二

項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
建
物
の
一

部
」
を
「
特
定
民
間
施
設
」
に
、
「
終
了
後
」
を
「
終
了
の
後
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項

と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

９ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で

あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
施
設
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度

に
お
い
て
、
当
該
特
定
民
間
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
者

等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。 

１０ 

前
項
の
規
定
は
、
第
八
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
民
間
施
設
（
特
定
民
間

施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
特
定
民
間
施
設

に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
第
五
項
中
「
一
棟
の
建
物
の
一
部
が
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ

る
当
該
建
物
」
を
「
特
定
建
物
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
り
、
「
及
び
第
六
項
」
を
「
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
次
条

第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
に
規

定
す
る
建
物
の
一
部
」
を
「
特
定
建
物
の
う
ち
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
部
分
以
外
の
部

分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
民
間
施
設
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
終
了
後
」
を
「
終
了
（
当



 

 

該
選
定
事
業
を
行
う
た
め
締
結
し
た
契
約
の
解
除
に
よ
る
終
了
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
後
」
に
改
め
、
「
そ
の
者
」
の
下
に
「
（
当
該
選
定
事
業
を
行
う
た
め
締
結

し
た
契
約
の
解
除
に
よ
る
終
了
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
に
係

る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
第

八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の

貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
施
設
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
民

間
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の

管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
は
、
第
三
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
民
間
施
設
（
特
定
民
間

施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
特
定
民
間

施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者

等
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
の
三 

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
施
設

（
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
（
公
営
住
宅
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
第
三
号
及
び
第
四
号
施
設
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で

定
め
る
施
設
の
う
ち
第
三
号
及
び
第
四
号
施
設
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
の
事
業
で
あ
っ
て
、
選
定
事
業
の
実
施
に

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
民
間
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用

に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該

特
定
民
間
事
業
を
行
う
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た

者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
を
選
定
事
業
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
所

有
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有

財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目



 

 

的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
（
当
該
選
定
事
業
を
行
う
た
め
締
結
し
た
契
約
の

解
除
に
よ
る
終
了
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ
っ
た
施

設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者

に
限
る
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受

け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
（
特
定
施
設
を
利
用
す
る
権
利
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財

産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
施
設
を
譲
り
受
け
よ

う
と
す
る
者
（
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管

理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
第
二
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
施
設
（
特
定
施
設
を
利
用
す
る
権

利
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
中
「
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
選
定
事
業

に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
当
該
選
定
事
業
の
終
了
の
後
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
定

事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

特
定
民
間
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限

度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
民
間
事
業
を
行
う
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付

け
を
受
け
た
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
を
選
定
事
業
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も

引
き
続
き
所
有
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財

産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。 

７ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の

貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
（
特
定
施
設
を
利
用
す

る
権
利
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か



 

 

か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該

特
定
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等

が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。 

８ 

前
項
の
規
定
は
、
第
六
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
施
設
（
特
定
施
設
を
利
用
す
る
権

利
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
中
「
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
選
定
事
業

に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
当
該
選
定
事
業
の
終
了
の
後
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
定

事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

９ 

前
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
「
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
一
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に
「
及
び
公
共
法
人
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
、
地
方
公
共
団
体
及
び
」
を
「
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
六
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
提
出
を
受
け
た
資
料
そ
の
他
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た

め
に
収
集
し
た
資
料
の
公
表
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
条
中
「
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
」
を
「
少
な
く
と
も
三
年
ご
と

に
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
中
「
特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
」
を
「
民
間
事
業
者
か
ら
質
問

又
は
提
案
を
受
け
る
こ
と
等
の
特
定
選
定
（
特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
民
間
事
業
者
と
の
対
話
の
在
り
方
、
段
階
的
な
事
業

者
選
定
の
在
り
方
、
特
定
選
定
の
手
続
に
お
け
る
透
明
性
及
び
公
平
性
の
確
保
そ
の
他
の
特
定
選

定
」
に
改
め
る
。 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


